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イ．性質別歳出予算の状況 

 県の歳出を経費の性質に着目して、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に分類したも

のを性質別歳出予算といいます。 

 まず、性質別歳出予算の構成比をみると第13図及び資料14のとおり、義務的経費は全体の

63.0％、投資的経費は12.8％、その他の経

費24.3％となっています。 

 義務的経費の主要なものは、全体の

31.0％を占める人件費であり、投資的経費

の主要なものは全体の5.0％を占める補助

事業です。 

 なお、性質別歳出予算額の推移は、第14

図及び資料15に示したとおりです。 

 一方、経費の経済的性質に着目した消費

的経費及び投資的経費等で分類した性質別

歳出予算については、資料16に示したとお

りです。 

 

 

 

 

第 13図 性質別歳出予算の構成比 
（一般会計） 

(注)構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。 

第 14図 性質別歳出予算額の推移（一般会計） 

(注)数値は四捨五入のため合計に合わない場合があります。 

  平成 23年度及び平成 27年度当初予算は、骨格的予算のため６月補正後予算額で示してあります。 

  平成 29年度は１号補正後の予算額で示してあります。 








